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5月は自転車安全利用
推進月間で現

子どもと高齢者の交通事故防止                、
.

1 自転車の安全利用の推進 (特に,自 転車安全利用五則の周知徹底)

2全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底   京都市・区交通対策協議会
3飲酒運転の根絶 発行 :京都市文化市民局くらし安全推進課 京都市印刷物 第234017号



【自転車安全利用五則】
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外

2 車道は左側を通行

3 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行

4 安全ルールを守る

。飲酒運転・二人乗り。並進の禁止
・夜間|まライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5 子どもはヘルメットを着用

TSマークとは?
◎自転車安全整備士が点検・整備 (有料)し ,交

通ルール等の安全指導を行つた時に,その自

転車に貼られるマークです。

◎TSマーク (赤と青の 2種)に は,1年間有効の

賠償責任保険 障害保険が付いています。

◎詳しくは「TSマーク」取扱店の看板のある自

転車販売店に,お問い合わせください。

女子高校生に支払い命令

横浜地裁判決

女子高校生が夜間,携帯電話を操作しな

がら無灯火で走行中,前方を歩行中の女性

と衝突し,女性には重大な障害が残る。

成人男性に支払い命令

1ヨ鳩署ヨ21【]E】]ロヨヨ1大阪地裁判決

成人男性が夜間,前照灯のない自転車で

走行中,散歩中の高齢者と衝突し,高齢者

には重大な障害が残る。


